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【Ⅱ－２－２ 円滑な入退院の実現－③】 

③ 回復期リハビリテーション病棟における高次脳

機能障害者に対する退院支援の推進 
 

第１ 基本的な考え方 
 

高次脳機能障害患者に対して退院後も必要な障害福祉サービス等を適
切に提供する観点から、回復期リハビリテーション病棟入院料に高次脳
機能障害患者の退院支援体制に係る要件を追加する。 

 
第２ 具体的な内容 
 

回復期リハビリテーション病棟入院料１から５まで及び回復期リハビ
リテーション入院医療管理料において、高次脳機能障害者支援センター
や指定障害福祉サービス事業所等の情報を把握するとともに、高次脳機
能障害患者の退院時に当該情報を説明し、必要に応じて対象機関に患者
情報の提供を行うことを要件とする。 

 

改 定 案 現   行 

【回復期リハビリテーション病棟入

院料】 

［施設基準］ 

十 回復期リハビリテーション病棟

入院料の施設基準等 

イ～ヌ （略） 

ル 高次脳機能障害患者が退院

後、円滑に障害福祉サービス等

を利用できるよう必要な体制が

整備されていること。 

 

１ 通則 

(14) 当該保険医療機関において

当該地域の高次脳機能障害者

支援法（令和七年法律第九十

六号）第十九条第一項に規定

する高次脳機能障害者支援セ

ンター並びに他の保険医療機

関、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成十七年法律第

【回復期リハビリテーション病棟入

院料】 

［施設基準］ 

十 回復期リハビリテーション病棟

入院料の施設基準等 

イ～ヌ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

１ 通則 

（新設） 
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百二十三号）に基づく生活介

護、自立訓練、就労継続支

援、自立生活援助、共同生活

援助、相談支援及び計画相談

支援等の障害福祉サービス等

を提供する事業所又は施設及

び児童福祉法（昭和二十二年

法律第百六十四号）に基づく

指定障害児通所支援事業者、

指定障害児入所施設等及び指

定障害児相談支援事業者であ

って、高次脳機能障害の患者

に適したサービスを提供する

ものの情報（所在地、連絡先

及び提供サービス等）を、あ

らかじめ把握するとともに、

当該情報を、当該病棟に入院

中の「基本診療料の施設基準

等」の別表第九に掲げる「高

次脳機能障害を伴った重症脳

血管障害、重度の頸髄損傷及

び頭部外傷を含む多部位外傷

の場合」に該当する患者の退

院時に、当該患者又はその家

族等退院後に患者の看護に当

たる者に対して、説明の上、

提供していること。また、退

院後に他の保険医療機関又は

障害福祉サービスによるリハ

ビリテーションの継続を予定

している患者については、当

該患者又はその家族等退院後

に患者の看護に当たる者の同

意が得られた場合は、利用を

予定している保険医療機関、

当該生活介護等を提供する事

業所若しくは施設、指定障害

児通所支援事業所又は指定障

害児入所施設等に対して、３

月以内に作成したリハビリテ

ーション総合実施計画書等を

文書により提供できる体制を

整備していること。 
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※ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料についても同
様。 




